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協会けんぽ京都支部の新型コロナウイルス感染防止に係る対応経過 1/2

日 付 関係部署 内 容

R2.2.17 全G ・会議や研修等の延期または中止の検討

R2.2.25 保健G ・3/13まで面談による特定保健指導見合わせ

R2.2.27 企画総務G ・ジェネリック緊急対策の医療機関訪問を3/13まで見合わせ

R2.3.3 保健G
・3/31まで協会主催の集団健診は中止
・健診実施機関内での健診は一時見合わせを推奨

R2.3.6 保健G ・3/31まで面談での特定保健指導は見合わせ

R2.3.11 企画総務G ・ジェネリック緊急対策の医療機関訪問を当面の間見合わせ

R2.3.12 業務G ・新型コロナを理由とした任継保険料の取扱いが示される。

R2.3.27 保健G

・健診実施機関の施設内で行う健診について、地域の感染状況などから判断
・当面の間、協会主催の健診は中止
・特定保健指導の当面の対応（直近1か月以内に感染者が発生していない場合は、
対策を講じた上で面談指導可）
・継続支援は原則、文書・電話支援

R2.4.7 ― ・総理が緊急事態宣言発令（埼玉・千葉・東京・神奈川・大阪・兵庫・福岡）

R2.4.8
（理事長定め）

企画総務G ・職員の就業する支部を変更

レセプトG ・資格点検における文書・電話照会業務を中止（4/9～5/6）

R2.4.9
（理事長定め）

保健G
・緊急事態宣言地域（7都府県）に居住する加入者を対象とした健診業務及び対面に
よる保健指導業務を中止
・対面による保健指導、健康相談を中止（外部委託を除く）

R2.4.16
―

・総理が全都道府県に緊急事態宣言を発令。
・京都府も特別警戒都道府県に定められた。

業務G ・職員の勤務地変更に伴う傷病手当金の業務量調整開始
保健G ・保健指導者に休業命令
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協会けんぽ京都支部の新型コロナウイルス感染防止に係る対応経過 2/2

日 付 関係部署 内 容

R2.4.17
（理事長定め）

全G

・レセプト内容点検業務を中止
・債権、保険証回収のための訪問業務を中止

・特定警戒都道府県に居住する加入者を対象とした健診業務及び対面による保健
指導業務を中止
・関係機関等への訪問及び面会を伴う業務を中止

R2.4.20 企画総務G
・レセプト点検員に休業命令
・越境通勤補助員に休業命令（有給対応）

R2.4.22
企画総務G

・本部より緊急事態宣言下における業務の縮小及び出勤職員の縮減に関する指針
が示される。
・本部から業務の優先度（●▲✖）が示される。

保健G ・未治療者に対する受診勧奨の延期（中止）

R2.4.24 全G ・支部職員の出勤を4/5体制とする。

R2.5.4 ― ・総理が緊急事態宣言期間を5/31まで延長

R2.5.14 ― ・総理が京都府を含む8都道府県以外の県に係る緊急事態宣言を解除

R2.5.15 全G ・本部より5/31まではこれまでと同様の対応とすることが示される。

R2.5.21 ― ・総理が大阪、京都、兵庫に係る緊急事態宣言を解除

R2.5.28 全G ・本部から緊急事態宣言後の対応が示される。

R2.5.29
業務G

・傷病手当金の業務量調整（東京・大阪支部支援）について、6月以降も当分の間継
続する旨が示される。

保健G ・6月以降の健診及び保健指導の対応が示される。

R2.6.1 全G

・保健指導者、レセプト点検員、越境通勤補助員の休業解除
・勤務地変更者の対応解除
・支部職員の4/5出勤体制を解除
・健診等の一時中止の取扱いを終了 15



協会けんぽ本部 市ヶ谷事務室の移転について

協会けんぽ本部市ヶ谷事務室は令和2年7月27日（月）より

下記のとおり事務室を移転します。

〒160-8507

東京都新宿区四谷一丁目6番1号 YOTSUYA TOWER 6階

代表電話番号 ０３－６６８０－８８７１
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